
 

 

○
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
二
号 

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
三
十
六
条
及
び
第
百
三
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 
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表
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よ
う
に
改
正
す
る
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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 

 （ 本 足 場 の 使 用 ） 
第 五 百 六 十 一 条 の 二 事 業 者 は 、 幅 が 一 メ ー ト ル 以 上 の 箇 所 に お い

て 足 場 を 使 用 す る と き は 、 本 足 場 を 使 用 し な け れ ば な ら な い 。 た

だ し 、 つ り 足 場 を 使 用 す る と き 、 又 は 障 害 物 の 存 在 そ の 他 の 足 場

を 使 用 す る 場 所 の 状 況 に よ り 本 足 場 を 使 用 す る こ と が 困 難 な と き

は 、 こ の 限 り で な い 。 

 

（ 新 設 ） 

 

 （ 点 検 ） 

第 五 百 六 十 七 条 事 業 者 は 、 足 場 （ つ り 足 場 を 除 く 。 ） に お け る 作

業 を 行 う と き は 、 点 検 者 を 指 名 し て 、 そ の 日 の 作 業 を 開 始 す る 前

に 、 作 業 を 行 う 箇 所 に 設 け た 足 場 用 墜 落 防 止 設 備 の 取 り 外 し 及 び

脱 落 の 有 無 に つ い て 点 検 さ せ 、 異 常 を 認 め た と き は 、 直 ち に 補 修

し な け れ ば な ら な い 。 

２ 事 業 者 は 、 強 風 、 大 雨 、 大 雪 等 の 悪 天 候 若 し く は 中 震 以 上 の 地

震 又 は 足 場 の 組 立 て 、 一 部 解 体 若 し く は 変 更 の 後 に お い て 、 足 場

に お け る 作 業 を 行 う と き は 、 点 検 者 を 指 名 し て 、 作 業 を 開 始 す る

前 に 、 次 の 事 項 に つ い て 点 検 さ せ 、 異 常 を 認 め た と き は 、 直 ち に

補 修 し な け れ ば な ら な い 。 

一 ～ 九 （ 略 ） 

３ 事 業 者 は 、 前 項 の 点 検 を 行 つ た と き は 、 次 の 事 項 を 記 録 し 、 足

場 を 使 用 す る 作 業 を 行 う 仕 事 が 終 了 す る ま で の 間 、 こ れ を 保 存 し

な け れ ば な ら な い 。 

一 当 該 点 検 の 結 果 及 び 点 検 者 の 氏 名 

二 （ 略 ） 

 

 （ 点 検 ） 

第 五 百 六 十 七 条 事 業 者 は 、 足 場 （ つ り 足 場 を 除 く 。 ） に お け る 作

業 を 行 う と き は 、 そ の 日 の 作 業 を 開 始 す る 前 に 、 作 業 を 行 う 箇 所

に 設 け た 足 場 用 墜 落 防 止 設 備 の 取 り 外 し 及 び 脱 落 の 有 無 に つ い て

点 検 し 、 異 常 を 認 め た と き は 、 直 ち に 補 修 し な け れ ば な ら な い 。 

 

２ 事 業 者 は 、 強 風 、 大 雨 、 大 雪 等 の 悪 天 候 若 し く は 中 震 以 上 の 地

震 又 は 足 場 の 組 立 て 、 一 部 解 体 若 し く は 変 更 の 後 に お い て 、 足 場

に お け る 作 業 を 行 う と き は 、 作 業 を 開 始 す る 前 に 、 次 の 事 項 に つ

い て 、 点 検 し 、 異 常 を 認 め た と き は 、 直 ち に 補 修 し な け れ ば な ら

な い 。 

一 ～ 九 （ 略 ） 

３ 事 業 者 は 、 前 項 の 点 検 を 行 つ た と き は 、 次 の 事 項 を 記 録 し 、 足

場 を 使 用 す る 作 業 を 行 う 仕 事 が 終 了 す る ま で の 間 、 こ れ を 保 存 し

な け れ ば な ら な い 。 
一 当 該 点 検 の 結 果 

二 （ 略 ） 

 

（ つ り 足 場 の 点 検 ） 

第 五 百 六 十 八 条 事 業 者 は 、 つ り 足 場 に お け る 作 業 を 行 う と き は 、

点 検 者 を 指 名 し て 、 そ の 日 の 作 業 を 開 始 す る 前 に 、 前 条 第 二 項 第

 

（ つ り 足 場 の 点 検 ） 

第 五 百 六 十 八 条 事 業 者 は 、 つ り 足 場 に お け る 作 業 を 行 う と き は 、

そ の 日 の 作 業 を 開 始 す る 前 に 、 前 条 第 二 項 第 一 号 か ら 第 五 号 ま で



 

 

一 号 か ら 第 五 号 ま で 、 第 七 号 及 び 第 九 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 点

検 さ せ 、 異 常 を 認 め た と き は 、 直 ち に 補 修 し な け れ ば な ら な い 。 

、 第 七 号 及 び 第 九 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 、 点 検 し 、 異 常 を 認 め

た と き は 、 直 ち に 補 修 し な け れ ば な ら な い 。 

 

 （ 足 場 に つ い て の 措 置 ） 
第 六 百 五 十 五 条 注 文 者 は 、 法 第 三 十 一 条 第 一 項 の 場 合 に お い て 、

請 負 人 の 労 働 者 に 、 足 場 を 使 用 さ せ る と き は 、 当 該 足 場 に つ い て

、 次 の 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 

一 （ 略 ） 

二 強 風 、 大 雨 、 大 雪 等 の 悪 天 候 若 し く は 中 震 以 上 の 地 震 又 は 足

場 の 組 立 て 、 一 部 解 体 若 し く は 変 更 の 後 に お い て は 、 点 検 者 を

指 名 し て 、 足 場 に お け る 作 業 を 開 始 す る 前 に 、 次 の 事 項 に つ い

て 点 検 さ せ 、 危 険 の お そ れ が あ る と き は 、 速 や か に 修 理 す る こ

と 。 

イ ～ リ （ 略 ） 

三 （ 略 ） 

２ 注 文 者 は 、 前 項 第 二 号 の 点 検 を 行 つ た と き は 、 次 の 事 項 を 記 録

し 、 足 場 を 使 用 す る 作 業 を 行 う 仕 事 が 終 了 す る ま で の 間 、 こ れ を

保 存 し な け れ ば な ら な い 。 

一 当 該 点 検 の 結 果 及 び 点 検 者 の 氏 名 

二 （ 略 ） 

 

 （ 足 場 に つ い て の 措 置 ） 

第 六 百 五 十 五 条 注 文 者 は 、 法 第 三 十 一 条 第 一 項 の 場 合 に お い て 、

請 負 人 の 労 働 者 に 、 足 場 を 使 用 さ せ る と き は 、 当 該 足 場 に つ い て

、 次 の 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 

一 （ 略 ） 

二 強 風 、 大 雨 、 大 雪 等 の 悪 天 候 若 し く は 中 震 以 上 の 地 震 又 は 足

場 の 組 立 て 、 一 部 解 体 若 し く は 変 更 の 後 に お い て は 、 足 場 に お

け る 作 業 を 開 始 す る 前 に 、 次 の 事 項 に つ い て 点 検 し 、 危 険 の お

そ れ が あ る と き は 、 速 や か に 修 理 す る こ と 。 

 

イ ～ リ （ 略 ） 

三 （ 略 ） 

２ 注 文 者 は 、 前 項 第 二 号 の 点 検 を 行 つ た と き は 、 次 の 事 項 を 記 録

し 、 足 場 を 使 用 す る 作 業 を 行 う 仕 事 が 終 了 す る ま で の 間 、 こ れ を

保 存 し な け れ ば な ら な い 。 

一 当 該 点 検 の 結 果 

二 （ 略 ） 

 



 

 

 
 
 

附 

則 

 
こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
百
六
十
一
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


